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７  月  行  事  予  定 

１ 土 公民館草引き 6：30～ 

3 月 盆踊り練習会① 19：30～ 

5 水 
東中コミュニティスクール 

 
19：00～ 

     （松の木公民館） 

6 木 
高津小学校 挨拶見守り活動  7：30～ 

社協高津支部理事会 19：30～ 

7 金 
高津小学校 読み聞かせ  8：10～

8:8:2020 少年補導委員協議会 19：30～ 

8 土 スマイルボーリング  9：00～ 

9 日 いきいきサロン  9：30～ 

10 月 

高津老人クラブ連合会理事会  9：30～ 

カンガルークラブ 10：00～ 

盆踊り練習会② 19：30～ 

12 水 シニア講座「防災について」  9：30～ 

~ 

 

12(水)～15(土) 夏祭り迷路準備 

 

 

~水 15 

夏祭り迷路作成準備 

19：00～ 

13 木 女性セミナー「草木染め①」 

 

 9：30～ 

16 日 
たかつ納涼夏祭り 14：00～ 

（雨天の場合は翌 17日） 20：30 

18 火 
人権教育市民講座（高津小体育館） 19：00～ 

民生児童委員協議会 19：00～ 

19 水 三世代交流わいわいクラブ 15：00～ 

20  木 
東中学校 あいさつ見守り活動  7：30～ 

社協見守り推進委員定例会 19：30～ 

21 金 公民館運営審議会 19：30～ 

25 火 まちづくりタウンミーティング 19：00～ 

26 水 
女性セミナー「草木染め②」  9：30～ 

連合自治会長会 19：00～ 

27 木 集団検診  9：00～ 

28(金)・31(月) 高津小学校夏休み学習会  9：30～ 

29 土 高津校区一斉清掃（河川敷）  6：00～ 

移動図書館『青い鳥号』巡回予定 

●高津小学校 
１４日（金） 

２８日（金） 

10:20～11:00 

●桜ヶ丘マンション 14:00～14:40 

●東中学校 15:10～15:50 
 
 
 

高津の人口 Ｒ５年３月末日現在  世帯数 5,544 

 （男）5,331人  （女）5,726人  （人口総数）11,057人 

 

 

公民館草引きご協力のお願い 
 

【日 時】 ７月１日（土）６時３０分～ １時間程度 

雨天の場合は２日（日）に順延します。 
 
 

公民館を利用されている 

団体・サークル・スポーツ団体の皆さん、 

ご協力をお願いいたします。（１団体２名～３名） 
 
 

★今回担当団体・サークル★ ※手袋ご持参ください。 

✿各種団体          ※草かき・袋は準備しています。 
連合自治会（桜木・宇高ブロック）、高津小ＰＴＡ 

高津老人クラブ連合会、高津社会体育振興会、民生児童委員協議会 

✿サークル №１～１１ 
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連合自治会から市民一斉清掃参加のお願い 
 

 

市民一斉清掃の時期となりました。今年は久々に花火大会が開催されま

す。例年高津校区に於いては花火大会の翌日に一斉清掃を行っています。

本年度は７月２９日（土）６：００～です。清掃場所については国領川を中心

に地元周辺をお願いいたします。 

 

令和５年度 地区別人権教育市民講座開催 

   
人権問題を解消し、みんなが幸せに暮らすことができる新居浜市を実現 

するため、自分なりにできることを一緒に考えてみませんか。ぜひご家族、

ご近所お誘いのうえ、お気軽にご参加ください。  

 

  日 時  ７月１８日（火） １９時００分～２０時３０分 

  場 所  高津小学校 体育館      

  講座名  インターネットを、みんなを幸せにする道具にしませんか      

  講 師  新居浜市人権教育課 人権啓発指導員 

        鴻上 基志 先生 

※スリッパ持参マスク着用でご来場ください 

 

      (今月の一句) 

あと少しもう少しと収穫を 

遅らせ枇杷の実 雨に負けたり 

        神野 幸男 

 

神野 幸男 
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防災士 資格を取得しませんか？ 

日  時 ※２日間全て受講が必要です。 

令和５年１０月２１日（土）９：００～１６：５０ 

   令和５年１０月２２日（日）９：００～１７：４０ 

会  場 新居浜市消防防災合同庁舎５階 災害対策室 

資格要件 普通救命講習の修了（令和３年５月以降）※事前受講対応日あり   

費  用 無料 

申込方法 お住まいの地区の自治会長を通じて申し込みをお願い致します。 

 （申込み多数の場合は調整させていただく場合があります。） 

問合せ先  危機管理課 ☎６５－１２８２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！募集します！  

✍夏休み学習会サポーター✍ 
 

「夏休み学習会」を高津公民館にて実施します。 

高津小学校の子どもたちの学習を見守って頂ける 

地域の方や校区の高校生・高専生の皆さん！ 

ご協力頂ける方は７月１４日（金）までに 

ご連絡をお待ちしています。 

夏休み学習会日時 

実施期間  ７月２８日（金）・３１日（月） 

８月１日（火）～３日（木） 

実施時間  ９時３０分～１１時３０分 

お問い合わせ 高津公民館 ☎３２‐３３２０まで  

 

   

 

 

  

 

公民館利用者会開催   

（６月２１日 水曜日） 
公民館を利用する団体・サークル対象の 

公民館利用者会。 

利用上の注意点や、非常口・消火器の 

場所確認、今後の行事予定等の開催 

日程確認等を行いました。 

 

各サークル・団体代表者の自己紹介や 

サークルのＰＲも行いお互いの親睦を 

深める機会となりました。 

危険な空き家の除去費用 

一部を助成します 

安全安心な生活環境の確保および 

良好な地域景観の保全を図るため、 

老朽化して危険な空き家の除却にかかる費用の

一部を補助する制度です。 

【補助限度額】  ８０万 円 

【補助率】     補助対象となる経費の８０％ 

【受付期間】   随時（予算の範囲内） 

【募集件数】   ５件程度 

※補助を受けるにはいくつかの条件を満たす必要が 

あります。 

問合せ先  建築指導課 ☎ ６５-１２７３ 

 

建築指導課 ☎６５-１２７３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 まちづくりタウンミーティングのご案内 

地域と市が一体となった協働のまちづくりを推進するため、地域課題などについて 

地域の皆さんと市長が直接対話を行う「まちづくりタウンミーティング」を開催します。 

日時    ７月２５日（火）  １９：００～ 

ところ   高津公民館 多目的ホール （ご自由に参加できます） 

たかつ 

お知らせ☆いろいろ 

 

    祝♡入籍 
公民館主事補 阿部麻理乃さんが入籍！ 

岡部 麻理乃さんとなりました。 

皆さん、これからもよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期 スポーツ健康教室開催 

６/１５（木）・２２（木） 

高津体育振興会主催、スポーツ健康教室が 

開催されました。全身の筋肉を意識した 

ストレッチやツボ押し体操で身体も気持ちも 

リフレッシュ°˖ ✧◝(⁰ ▿⁰ )◜✧˖ ° 

次回の教室は９月の予定です。 

 

 

 

 

相続登記に関するお知らせ 

令和６年４月１日から相続登記の 

申請が義務化されます。 

※ 相続によって不動産を取得した相続人は、  

   その所有権の取得を知った日から３年以内に登記

の申請をしなければならないこととされました。 

※ なお、この登記申請義務は、令和６年３月 

   ３１日以前に死亡した人の相続についても適用さ

れます。この場合は令和６年４月１日から３年以内

に登記の申請をしなければならないこととされてい

ます。 

問合せ先 松山地方法務局西条支局 

☎  ０８９７－５６－０１８８  
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